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筑波大学夏季節電行動計画〔平成２８年度〕 

 

 本学では平成２７年度より新たに夏季節電行動計画を策定し、節電の取り組

みを行っており、節電対策の実施、太陽光発電設備の設置及び自家発電設備のピ

ークカット運転等により電気使用量の抑制に努めてきた。 
 また、文部科学省より平成２８年５月３１日付け（２８文科施第１２６号） 
「夏季の省エネルギー対策について（依頼）」別添による協力依頼があり、筑波大

学としても、この社会共通の課題に率先して対処する必要がある。 

 昨年度、本学では「筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計

画（平成２８年３月２４日役員会決定）」が策定され、今年度よりこの実施計画

に基づき温室効果ガス排出量の削減に努めていくこととしている。 
電気使用量の抑制はこの温室効果ガス排出量の削減及び電力料金の削減にも

つながるため、平成２８年度も引き続き「夏季」の節電対策に関する計画を以下

のとおり定める。 
 
Ⅰ 基本的な方針 

  学生・教職員の健康・安全に十分留意しつつ、教育研究や診療活動などへの

影響を極力回避した無理のない形で実行することを基本として、全学を挙げ

て夏季の節電対策を実施する。 

 

Ⅱ 実施期間・時間帯 

  平成２８年７月１日～平成２８年９月３０日 午前９時～午後８時 

 

Ⅲ 対象施設 

  本学の全施設を対象とする。 

  なお、職員宿舎については、入居者及び自治会等が電力の需要家となること

から、本計画の対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 節電に係わる数値目標 

  筑波大学温室効果ガス削減計画では排出原単位を毎年１．６％削減するこ 

とを目標としているが、温室効果ガス削減には電気使用量を抑制することが効 

果的なため、本計画では前年度電気使用量の１．６％抑制を目標と定める。 

なお、最大使用電力を前年度同等にすることも合わせて協力願います。 

（参考 温室効果ガス削減量：▲643t-CO2/年、年間削減見込み金額：▲26,000 千円） 

 

各キャンパスにおける節電目標 

施設名称 
電気使用量 夏季削減量(7 月～9月) (参考)最大使用電力

H28 夏季目標 H27 夏季実績 電気使用量 電気料金 H27 実績(契約電力)

筑波キャンパス（中央） 15,437 千 kWh 15,688 千 kWh ▲251 千 kWh ▲3,866 千円 13,300kW

筑波キャンパス（医学） 10,216 千 kWh 10,382 千 kWh ▲166 千 kWh ▲2,548 千円 7,380KW

筑波キャンパス（春日） 464.8 千 kWh 472.4 千 kWh ▲7.6 千 kWh ▲121 千円 425kW

筑波キャンパス（一の矢） 445.2 千 kWh 452.5 千 kWh ▲7.3 千 kWh ▲119 千円 497kW

筑波キャンパス（平砂・追越） 789.3 千 kWh 802.1 千 kWh ▲12.8 千 kWh ▲212 千円 840kW

東京キャンパス（文京校舎） 320.1 千 kWh 325.3 千 kWh ▲5.2 千 kWh ▲91 千円 610kW

附属小学校 84.4 千 kWh 85.8 千 kWh ▲1.4 千 kWh ▲22 千円 173kW

附属中学校 
127.7 千 kWh 129.8 千 kWh ▲2.1 千 kWh ▲35 千円 373kW

附属高等学校 

附属駒場中学校・高等学校 80.2 千 kWh 81.5 千 kWh ▲1.3 千 kWh ▲21 千円 165kW

附属坂戸高等学校 93.9 千 kWh 95.4 千 kWh ▲1.5 千 kWh ▲25 千円 152kW

附属視覚特別支援学校 121.4 千 kWh 123.4 千 kWh ▲2.0 千 kWh ▲33 千円 268kW

附属聴覚特別支援学校 109.7 千 kWh 111.5 千 kWh ▲1.8 千 kWh ▲30 千円 193kW

附属大塚特別支援学校 29.9 千 kWh 30.4 千 kWh ▲0.5 千 kWh ▲7 千円 87kW

附属桐ヶ丘特別支援学校 44.1 千 kWh 44.8 千 kWh ▲0.7 千 kWh ▲11 千円 109kW

附属久里浜特別支援学校 38.5 千 kWh 39.1 千 kWh ▲0.6 千 kWh ▲9 千円 142kW

下田臨海実験センター 191.8 千 kWh 194.9 千 kWh ▲3.1 千 kWh ▲55 千円 115kW

菅平高原実験センター 40.2 千 kWh 40.8 千 kWh ▲0.6 千 kWh ▲9 千円 41kW

※各組織における節電目標（筑波キャンパスに限る）はＴＥＭＳにより詳細な電

力情報がリアルタイムで得られるため各組織の設定による。 

 ＴＥＭＳ電力情報システム：http://tems.tsukuba.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 具体的な取組 

   本学が取り組む節電対策は、教育研究活動などへの影響を極力回避した

無理のない形で実施することとし、具体的な取組は次のとおりとする。 

 

（１）主に大学として取り組むこと 

・１．６％抑制の目標を達成するため筑波キャンパスにおいては 

ＴＥＭＳによるリアルタイムの電気使用量情報を発信する。 

    ・学内のホームページ、メール、ポスター等により節電対策、省エネ意

識の周知徹底を図る。 

    ・節電取組の巡回点検を定期的に行い、講義室等の照明の細やかな消 

灯や空調の適切な温度設定の徹底を図る。 

    ・筑波キャンパス（中央）の最大使用電力が、契約電力を超過すること

が予測された場合、または一時的に多量の電力を必要とする実験機

器の運用に合わせて自家発電設備によるピークカット運転を行い、

最大使用電力の抑制に努める。     

 

（２）主に各部局が取り組むこと 

 （空調） 

  ・部屋の利用人数に応じた部分的な空調機の運転など、効率的な使用 

を心がける。 

・実験・研究等特殊な事情で常時稼働する必要がある場合は、許容可 

能な範囲内で設定温度を上げる等の適正な運転に努める。 

 

   （照明） 

・窓際は消（減）灯に努め、昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を 

除き一斉消灯を図る。また、夜間における照明も業務や安全上必要最 

小限の範囲で点灯することとし、それ以外は消灯を徹底する。 

  ・組織的な取り組みとして、定時退勤日における勤務時間終了後の一 

斉消灯など、電気使用量の削減に繋がる省エネ行動を推進し、実践 

する。 

 

   （機器） 

    ・大型実験機器を保有する部局は、エネルギー管理担当部局と連絡を 

とりながら、運転スケジュールを調整する。 

   ・各種行事日程が未定の場合、可能な限り土・日・祝祭日に実施する 

ことを検討する。また、各種行事日には、当該行事等に関係のない 

施設・設備や実験機器等の利用を可能な限り停止するよう努める。 

     

（３）主に学生・教職員等が自ら取り組むこと 

・筑波キャンパスにおいては、教職員サイトからリアルタイムで発信 

されるＴＥＭＳ情報を確認する。 

    ・下記以外で節電に有効だと考えられる事例は各自の判断により行う。 

 



 （空調） 

   ・室内の冷房温度の適正管理（２８℃）を徹底する。また、サーキュ 

レーター等(扇風機含む)を利用し、室内温度が均一になるように努 

める。 

  ・ブラインドやカーテンを利用し、冷房中の窓、出入口の開放禁止な 

ど冷房効果が上がる方策を徹底する。 

  ・クールビズを励行する。 

 

   （照明） 

    ・不要な照明の消灯を徹底し、始業前や昼休みは業務上必要な場所以 

外は消灯する。また、天井照明の間引き点灯を行い、場合により卓上 

照明の利用を行う。 

 

   （ＯＡ機器・その他電気機器等） 

    ・パソコン、プリンタ、コピー機等の省電力設定を徹底し、稼働台数を 

集約化する。また、テレビの主電源を切るなど待機電力の削減に努め 

る。 

    ・冷蔵庫、電気ポットの省電力設定を徹底し、稼働台数を集約化する。 

 

   （実験機器） 

    ・常時電気を使用する機器（ディープフリーザー類、恒温槽類、薬品 

     管理用冷蔵庫等）は、可能な限り集約して稼働台数を削減する。 

    ・一時的に多量な電力を必要とする機器は、可能な限り平日午後を 

     避けて使用する。 

    ・一定期間の連続運転を必要とする機器は、可能な限り週末にかけ 

     て使用する。     

 

 Ⅵ 取組の検証 

  ・毎月の電気使用量・最大使用電力、組織別電気使用量及び電気料金に 

ついて、ホームページ等にて情報提供を行い節電意識の向上を図る。 

   ・筑波キャンパスは本学が独自に開発した「電力情報システム： 

    ＴＥＭＳ」により、リアルタイムでの詳細な電力情報の可視化と情報 

    共有が可能であるため、周知を徹底し学生・教職員個人に対し節電 

    意識の向上を図りつつ取組結果を分析する。 

   ・学生、教職員への意識調査を行い、節電理解への周知に努める。 

   ・省エネルギーに関する説明会を開催し、省エネ担当推進委員の意見を 

今後の計画に反映させる。 

 

 Ⅶ フォローアップ 

   本計画については、本学の今後の節電状況や社会情勢等の変化に応じ 

  省エネルギー専門委員会において、取組の見直し等を行い、学内会議へ 

報告し、学生、教職員へ周知することとする。     

 



別添 

夏季の省エネルギー対策について（依頼） 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/cost/1334215.htm 

 


